
課
徴
金
減
免
制
度
と
「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
」 

 

長
谷
川 

修 
 

 

東
京
五
輪
テ
ス
ト
大
会
の
競
争
入
札
に
お
い
て
落
札
者
を
事
前
に
決
め
て
い
た
と
し
て
、
先
月
末
、
公

取
委
は
電
通
、
博
報
堂
等
の
広
告
会
社
六
社
を
独
占
禁
止
法
違
反
で
刑
事
告
発
し
た
。
ス
ポ
ン
サ
ー
契
約

を
巡
る
贈
収
賄
事
件
の
捜
査
が
長
引
い
て
い
る
な
か
で
談
合
事
件
に
飛
び
火
し
た
形
だ
が
、
本
件
の
発
端

は
Ａ
Ｄ
Ｋ
社
が
課
徴

リ

ニ

金エ
ン

減
免

シ

ー

制
度
を
利
用
し
て
自
主
申
告
し
た
こ
と
に
あ
る
。
Ａ
Ｄ
Ｋ
は
減
免
制
度
に
よ

り
、
課
徴
金
の
全
額
免
除
と
刑
事
告
発
を
免
れ
た
。 

 

昨
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
電
力
会
社
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
課
徴
金
は
、
中
部
、
九
州
、
中
国
の
電
力

会
社
三
社
で
一
〇
〇
〇
億
円
超
と
過
去
最
大
に
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
の
電
力
自
由
化
以
降
、
新
規
参
入

の
「
新
電
力
」
と
電
力
会
社
同
士
の
価
格
競
争
が
激
し
く
な
る
中
で
、
事
業
用
高
圧
電
力
に
関
し
て
エ
リ

ア
を
越
え
た
競
争
は
止
め
よ
う
と
、
関
西
電
力
と
三
社
間
で
相
互
不
可
侵
を
約
し
た
。
カ
ル
テ
ル
を
主
導

し
た
と
み
ら
れ
る
関
電
は
公
取
に
自
主
申
告
し
、
課
徴
金
は
全
額
免
除
さ
れ
刑
事
告
発
も
免
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
ほ
か
に
、
ゼ
ネ
コ
ン
の
リ
ニ
ア
入
札
、
医
薬
品
卸
業
者
の
入
札
、
鋼
板
メ
ー
カ
ー
の
カ
ル
テ
ル
等

で
も
、
減
免
制
度
が
利
用
さ
れ
た
。 

  

課
徴
金
減
免
制
度
は
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
米
国
、
Ｅ
Ｕ
に
続
い
て
二
〇
〇
六
年
日
本
で
も

導
入
さ
れ
た
。
利
用
件
数
は
毎
年
一
〇
〇
件
以
上
で
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
減
免
金
額
も
大
き
く
な
っ
て
い

る
。 減

免
制
度
は
、
公
取
委
に
と
っ
て
は
業
務
遂
行
上
便
利
か
も
し
れ
な
い
が
、
密
告
や
裏
切
り
の
勧
め
で

あ
り
気
に
か
か
る
。
初
め
て
こ
の
制
度
を
知
っ
た
時
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
、
統
計
学
の
初
級
読
本
に
出

て
い
た
「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
」
だ
。 

二
人
の
囚
人
に
対
し
、
検
事
は
個
別
に
次
の
よ
う
に
話
し
か
け
た
。 

① 

二
人
と
も
黙
秘
す
る
な
ら
一
年
の
刑 

② 

一
人
だ
け
自
白
す
れ
ば
、
自
白
者
は
無
罪
、
黙
秘
者
は
五
年
の
刑 

③ 

二
人
と
も
自
白
す
る
な
ら
三
年
の
刑 

囚
人
の
あ
な
た
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
。 

 

論
証
は
省
く
が
正
解
は
自
白
で
あ
る
。
相
手
の
出
方
に
か
か
わ
ら
ず
仲
間
意
識
や
信
頼
関
係
は
無
視
し
、

自
白
す
る
の
が
合
理
的
行
動
と
さ
れ
る
。 

  

現
役
の
諸
君
は
、
同
業
者
と
の
ゴ
ル
フ
や
夜
の
会
合
は
も
う
な
い
の
だ
ろ
う
。
法
令

コ
ン
プ
ラ

順
守

イ
ア
ン
ス

に
追
わ
れ
る

毎
日
に
同
情
を
禁
じ
得
な
い
。 


